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○
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
七
号

建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
五
年
政
令
第
三
十
四
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
建
築
基

準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
七
号
、
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三

十
八
号
）
第
二
十
条
の
二
第
一
号
イ

、
第
二
十
条
の
三
第
二
項
第
一
号
イ

、

及
び

、
第
百
十
一
条
第
一
項
並

（３）

（４）

（６）

（７）

び
に
第
百
二
十
九
条
の
二
の
五
第
三
項
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
第
五
条
第

二
項
及
び
第
三
項
、
第
五
条
の
二
第
一
項
、
第
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
六
条
の
二
第
一
項
並
び
に
官
公
庁

施
設
の
建
設
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建
設
省
令
第
三
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
換
気
設
備
の
構
造
方
法
を
定
め
る
件
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
日

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫

（
換
気
設
備
の
構
造
方
法
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
一
条

換
気
設
備
の
構
造
方
法
を
定
め
る
件
（
昭
和
四
十
五
年
建
設
省
告
示
第
千
八
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
一

居
室
に
設
け
る
自
然
換
気
設
備

第
一

居
室
に
設
け
る
自
然
換
気
設
備

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
二
第
一
号
イ

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
二
第
一
号
イ

(3)

(3)

の
規
定
に
基
づ
き
定
め
る
衛
生
上
有
効
な
換
気
を
確
保
す
る
た
め
の
自
然
換
気
設

の
規
定
に
基
づ
き
定
め
る
衛
生
上
有
効
な
換
気
を
確
保
す
る
た
め
の
自
然
換
気
設

備
の
構
造
方
法
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。

備
の
構
造
方
法
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。

一

令
第
二
十
条
の
二
第
一
号
イ

に
規
定
す
る
排
気
筒
の
必
要
有
効
断
面
積
の

一

令
第
二
十
条
の
二
第
一
号
イ

に
規
定
す
る
排
気
筒
の
有
効
断
面
積
の
計
算

(1)

(1)

計
算
式
に
よ
つ
て
算
出
さ
れ
た

が
〇
・
〇
〇
七
八
五
未
満
の
と
き
は
、
〇
・

式
に
よ
つ
て
算
出
さ
れ
た

が
〇
・
〇
〇
七
八
五
未
満
の
と
き
は
、
〇
・
〇
〇

Av

Av

〇
〇
七
八
五
と
す
る
こ
と
。

七
八
五
と
す
る
こ
と
。

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

第
三

調
理
室
等
に
設
け
る
換
気
設
備

第
三

調
理
室
等
に
設
け
る
換
気
設
備

一

（
略
）

一

（
略
）

二

令
第
二
十
条
の
三
第
二
項
第
一
号
イ

の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
定

二

令
第
二
十
条
の
三
第
二
項
第
一
号
イ

の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
定

(4)

(4)

め
る
数
値
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ

め
る
数
値
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ

に
定
め
る
数
値
と
す
る
こ
と
。

に
定
め
る
数
値
と
す
る
こ
と
。

イ

排
気
口
又
は
排
気
筒
に
換
気
扇
等
を
設
け
る
場
合

次
の
式
に
よ
つ
て
計

イ

排
気
口
又
は
排
気
筒
に
換
気
扇
等
を
設
け
る
場
合

次
の
式
に
よ
つ
て
計

算
し
た
換
気
扇
等
の
必
要
有
効
換
気
量
の
数
値

算
し
た
換
気
扇
等
の
有
効
換
気
量
の
数
値

Ｖ

＝4
0
Ｋ
Ｑ

Ｖ

＝4
0
Ｋ
Ｑ

こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｖ
、
Ｋ
及
び
Ｑ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す

こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｖ
、
Ｋ
及
び
Ｑ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

Ｖ

換
気
扇
等
の
必
要
有
効
換
気
量
（
単
位

一
時
間
に
つ
き
立
方

Ｖ

換
気
扇
等
の
有
効
換
気
量
（
単
位

一
時
間
に
つ
き
立
方
メ
ー

メ
ー
ト
ル
）

ト
ル
）

Ｋ

（
略
）

Ｋ

（
略
）

Ｑ

（
略
）

Ｑ

（
略
）

ロ

排
気
口
又
は
排
気
筒
に
換
気
扇
等
を
設
け
な
い
場
合

次
の
式
に
よ
つ
て

ロ

排
気
口
又
は
排
気
筒
に
換
気
扇
等
を
設
け
な
い
場
合

次
の
式
に
よ
つ
て

計
算
し
た
排
気
口
の
必
要
有
効
開
口
面
積
又
は
排
気
筒
の
必
要
有
効
断
面
積

計
算
し
た
排
気
口
の
有
効
開
口
面
積
又
は
排
気
筒
の
有
効
断
面
積
の
数
値

の
数
値
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こ
の
式
に
お
い
て
、

、
Ｋ
、
Ｑ
、
ｎ
、
ｌ
及
び
ｈ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次

こ
の
式
に
お
い
て
、

、
Ｋ
、
Ｑ
、
ｎ
、
ｌ
及
び
ｈ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次

Av

Av

の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

排
気
口
の
必
要
有
効
開
口
面
積
又
は
排
気
筒
の
必
要
有
効
断
面

排
気
口
の
有
効
開
口
面
積
又
は
排
気
筒
の
有
効
断
面
積
（
単
位

Av

Av

積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

平
方
メ
ー
ト
ル
）

Ｋ

（
略
）

Ｋ

（
略
）

Ｑ

（
略
）

Ｑ

（
略
）

ｎ

（
略
）

ｎ

（
略
）

ｌ

（
略
）

ｌ

（
略
）

ｈ

（
略
）

ｈ

（
略
）

三

令
第
二
十
条
の
三
第
二
項
第
一
号
イ

の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
定

三

令
第
二
十
条
の
三
第
二
項
第
一
号
イ

の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
定

(6)

(6)

め
る
数
値
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ

め
る
数
値
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ

に
定
め
る
数
値
と
す
る
こ
と
。

に
定
め
る
数
値
と
す
る
こ
と
。

イ

煙
突
に
換
気
扇
等
を
設
け
る
場
合

次
の
式
に
よ
つ
て
計
算
し
た
換
気
扇

イ

煙
突
に
換
気
扇
等
を
設
け
る
場
合

次
の
式
に
よ
つ
て
計
算
し
た
換
気
扇

等
の
必
要
有
効
換
気
量
の
数
値
（
火
を
使
用
す
る
設
備
又
は
器
具
が
煙
突
に

等
の
有
効
換
気
量
の
数
値
（
火
を
使
用
す
る
設
備
又
は
器
具
が
煙
突
に
直
結

直
結
し
て
お
り
、
か
つ
、
正
常
な
燃
焼
を
確
保
す
る
た
め
の
給
気
機
等
が
設

し
て
お
り
、
か
つ
、
正
常
な
燃
焼
を
確
保
す
る
た
め
の
給
気
機
等
が
設
け
ら

け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
適
当
な
数
値
）

れ
て
い
る
場
合
に
は
、
適
当
な
数
値
）

Ｖ

＝２
Ｋ
Ｑ

Ｖ

＝２
Ｋ
Ｑ

こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｖ
、
Ｋ
及
び
Ｑ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す

こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｖ
、
Ｋ
及
び
Ｑ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

Ｖ

換
気
扇
等
の
必
要
有
効
換
気
量
（
単
位

一
時
間
に
つ
き
立
方

Ｖ

換
気
扇
等
の
有
効
換
気
量
（
単
位

一
時
間
に
つ
き
立
方
メ
ー

メ
ー
ト
ル
）

ト
ル
）

Ｋ

（
略
）

Ｋ

（
略
）

Ｑ

（
略
）

Ｑ

（
略
）

ロ

煙
突
に
換
気
扇
等
を
設
け
な
い
場
合

次
の
式
に
よ
つ
て
計
算
し
た
煙
突

ロ

煙
突
に
換
気
扇
等
を
設
け
な
い
場
合

次
の
式
に
よ
つ
て
計
算
し
た
煙
突

の
必
要
有
効
断
面
積
の
数
値

の
有
効
断
面
積
の
数
値

こ
の
式
に
お
い
て
、

、
Ｋ
、
Ｑ
、
ｎ
、
ｌ
及
び
ｈ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次

こ
の
式
に
お
い
て
、

、
Ｋ
、
Ｑ
、
ｎ
、
ｌ
及
び
ｈ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次

Av

Av
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の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

煙
突
の
必
要
有
効
断
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

煙
突
の
有
効
断
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

Av

Av

Ｋ

（
略
）

Ｋ

（
略
）

Ｑ

（
略
）

Ｑ

（
略
）

ｎ

（
略
）

ｎ

（
略
）

ｌ

（
略
）

ｌ

（
略
）

ｈ

（
略
）

ｈ

（
略
）

四

令
第
二
十
条
の
三
第
二
項
第
一
号
イ

の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
定

四

令
第
二
十
条
の
三
第
二
項
第
一
号
イ

の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
定

(7)

(7)

め
る
数
値
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ

め
る
数
値
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ

に
定
め
る
数
値
と
す
る
こ
と
。

に
定
め
る
数
値
と
す
る
こ
と
。

イ

排
気
フ
ー
ド
を
有
す
る
排
気
筒
に
換
気
扇
等
を
設
け
る
場
合

次
の
式
に

イ

排
気
フ
ー
ド
を
有
す
る
排
気
筒
に
換
気
扇
等
を
設
け
る
場
合

次
の
式
に

よ
つ
て
計
算
し
た
換
気
扇
等
の
必
要
有
効
換
気
量
の
数
値

よ
つ
て
計
算
し
た
換
気
扇
等
の
有
効
換
気
量
の
数
値

Ｖ

＝Ｎ
Ｋ
Ｑ

Ｖ

＝Ｎ
Ｋ
Ｑ

こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｖ
、
Ｎ
、
Ｋ
及
び
Ｑ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を

こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｖ
、
Ｎ
、
Ｋ
及
び
Ｑ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を

表
す
も
の
と
す
る
。

表
す
も
の
と
す
る
。

Ｖ

換
気
扇
等
の
必
要
有
効
換
気
量
（
単
位

一
時
間
に
つ
き
立
方

Ｖ

換
気
扇
等
の
有
効
換
気
量
（
単
位

一
時
間
に
つ
き
立
方
メ
ー

メ
ー
ト
ル
）

ト
ル
）

Ｎ

（
略
）

Ｎ

（
略
）

Ｋ

（
略
）

Ｋ

（
略
）

Ｑ

（
略
）

Ｑ

（
略
）

ロ

排
気
フ
ー
ド
を
有
す
る
排
気
筒
に
換
気
扇
等
を
設
け
な
い
場
合

次
の
式

ロ

排
気
フ
ー
ド
を
有
す
る
排
気
筒
に
換
気
扇
等
を
設
け
な
い
場
合

次
の
式

に
よ
つ
て
計
算
し
た
排
気
筒
の
必
要
有
効
断
面
積

に
よ
つ
て
計
算
し
た
排
気
筒
の
有
効
断
面
積

こ
の
式
に
お
い
て
、

、
Ｎ
、
Ｋ
、
Ｑ
、
ｎ
、
ｌ
及
び
ｈ
は
、
そ
れ
ぞ

こ
の
式
に
お
い
て
、

、
Ｎ
、
Ｋ
、
Ｑ
、
ｎ
、
ｌ
及
び
ｈ
は
、
そ
れ
ぞ

Av

Av

れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

排
気
筒
の
必
要
有
効
断
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

排
気
筒
の
有
効
断
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

Av

Av

Ｎ

（
略
）

Ｎ

（
略
）

Ｋ

（
略
）

Ｋ

（
略
）

Ｑ

（
略
）

Ｑ

（
略
）
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ｎ

（
略
）

ｎ

（
略
）

ｌ

（
略
）

ｌ

（
略
）

ｈ

（
略
）

ｈ

（
略
）
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（
中
央
管
理
方
式
の
空
気
調
和
設
備
の
構
造
方
法
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
二
条

中
央
管
理
方
式
の
空
気
調
和
設
備
の
構
造
方
法
を
定
め
る
件
（
昭
和
四
十
五
年
建
設
省
告
示
第
千
八
百
三
十

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

一

中
央
管
理
方
式
の
空
気
調
和
設
備
は
、
建
築
基
準
法
施
行
令
第
二
十
条
の
二

一

中
央
管
理
方
式
の
空
気
調
和
設
備
は
、
建
築
基
準
法
施
行
令
第
二
十
条
の
二

第
一
号
ロ

及
び

に
規
定
す
る
必
要
有
効
換
気
量
（
同
号
ロ

中
「

居

第
一
号
ロ

及
び

に
規
定
す
る
有
効
換
気
量
（
同
号
ロ

中
「

居
室
の

(1)

(2)

(1)

Af

(1)

(2)

(1)

Af

室
の
床
面
積
（
特
殊
建
築
物
の
居
室
以
外
の
居
室
が
換
気
上
有
効
な
窓
そ
の
他

床
面
積
（
特
殊
建
築
物
の
居
室
以
外
の
居
室
が
換
気
上
有
効
な
窓
そ
の
他
の
開

の
開
口
部
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
開
口
部
の
換
気
上
有
効
な
面
積

口
部
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
開
口
部
の
換
気
上
有
効
な
面
積
に
二

に
二
十
を
乗
じ
て
得
た
面
積
を
当
該
居
室
の
床
面
積
か
ら
減
じ
た
面
積
）
」
は

十
を
乗
じ
て
得
た
面
積
を
当
該
居
室
の
床
面
積
か
ら
減
じ
た
面
積
）
」
は
、
「

、
「

居
室
の
床
面
積
」
と
読
み
替
え
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
）
以
上

居
室
の
床
面
積
」
と
読
み
替
え
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
）
以
上
の
有

Af

Af

の
有
効
換
気
量
を
換
気
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

効
換
気
量
を
換
気
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
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（
耐
火
構
造
の
構
造
方
法
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
三
条

耐
火
構
造
の
構
造
方
法
を
定
め
る
件
（
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
三
百
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規

定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
一

壁
の
構
造
方
法
は
、
次
に
定
め
る
も
の
（
第
二
号
ロ
、
第
三
号
ト
及
び
第
七

第
一

壁
の
構
造
方
法
は
、
次
に
定
め
る
も
の
（
第
二
号
ヘ
及
び
第
五
号
ハ
に
定
め

号
ハ
に
定
め
る
構
造
方
法
に
あ
っ
て
は
、
防
火
被
覆
の
取
合
い
の
部
分
、
目
地
の

る
構
造
方
法
に
あ
っ
て
は
、
防
火
被
覆
の
取
合
い
の
部
分
、
目
地
の
部
分
そ
の
他

部
分
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
（
以
下
「
取
合
い
等
の
部
分
」
と
い
う
。
）

こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
（
以
下
「
取
合
い
等
の
部
分
」
と
い
う
。
）
を
、
当
該
取

を
、
当
該
取
合
い
等
の
部
分
の
裏
面
に
当
て
木
を
設
け
る
等
当
該
建
築
物
の
内
部

合
い
等
の
部
分
の
裏
面
に
当
て
木
を
設
け
る
等
当
該
建
築
物
の
内
部
へ
の
炎
の
侵

へ
の
炎
の
侵
入
を
有
効
に
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
と
す
る
も
の
に
限
る
。

入
を
有
効
に
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

）
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
か
ぶ
り
厚
さ
又
は
厚
さ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
モ
ル

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
か
ぶ
り
厚
さ
又
は
厚
さ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
モ
ル
タ
ル
、
プ
ラ

タ
ル
、
プ
ラ
ス
タ
ー
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
仕
上
材
料
の
厚
さ
を
含
む
も
の
と

ス
タ
ー
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
仕
上
材
料
の
厚
さ
を
含
む
も
の
と
す
る
。

す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

令
第
百
七
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
（
第
一
号
に
あ
っ

（
新
設
）

て
は
、
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
一
・
五
時
間
加
え
ら
れ
た
場
合
の
も
の
に

限
る
。
）
に
適
合
す
る
耐
力
壁
で
あ
る
間
仕
切
壁
の
構
造
方
法
に
あ
っ
て
は
、

次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

イ

前
号
に
定
め
る
構
造

ロ

間
柱
及
び
下
地
を
木
材
又
は
鉄
材
で
造
り
、
か
つ
、
そ
の
両
面
に
、
防
火

被
覆
（
強
化
せ
っ
こ
う
ボ
ー
ド
（
ボ
ー
ド
用
原
紙
を
除
い
た
部
分
の
せ
っ
こ

う
の
含
有
率
を
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、
ガ
ラ
ス
繊
維
の
含
有
率
を
〇
・

四
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
し
、
か
つ
、
ひ
る
石
の
含
有
率
を
二
・
五
パ
ー
セ
ン

ト
以
上
と
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
三
枚
以
上
張
っ
た
も
の
で

、
そ
の
厚
さ
の
合
計
が
六
十
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
が

設
け
ら
れ
た
も
の

三

令
第
百
七
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
（
第
一
号
に
あ
っ

二

令
第
百
七
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
（
第
一
号
に
あ
っ

て
は
、
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
一
時
間
加
え
ら
れ
た
場
合
の
も
の
に
限
る

て
は
、
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
一
時
間
加
え
ら
れ
た
場
合
の
も
の
に
限
る

。
）
に
適
合
す
る
耐
力
壁
で
あ
る
間
仕
切
壁
の
構
造
方
法
に
あ
っ
て
は
、
次
の

。
）
に
適
合
す
る
耐
力
壁
で
あ
る
間
仕
切
壁
の
構
造
方
法
に
あ
っ
て
は
、
前
号

イ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

に
定
め
る
構
造
と
す
る
か
、
又
は
次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
構
造
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

イ

前
号
に
定
め
る
構
造

（
新
設
）
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ロ
～
ヘ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

ト

間
柱
及
び
下
地
を
木
材
又
は
鉄
材
で
造
り
、
か
つ
、
そ
の
両
側
に
そ
れ
ぞ

ヘ

間
柱
及
び
下
地
を
木
材
又
は
鉄
材
で
造
り
、
か
つ
、
そ
の
両
側
に
そ
れ
ぞ

れ
次
の

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
防
火
被
覆
が
設
け
ら
れ
た

れ
次
の

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
防
火
被
覆
が
設
け
ら
れ
た

（１）

（３）

（１）

（３）

も
の

も
の

強
化
せ
っ
こ
う
ボ
ー
ド
を
二
枚
以
上
張
っ
た
も
の
で
、
そ
の
厚
さ
の
合

強
化
せ
っ
こ
う
ボ
ー
ド
（
ボ
ー
ド
用
原
紙
を
除
い
た
部
分
の
せ
っ
こ
う

（１）

（１）

計
が
四
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

の
含
有
率
を
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、
ガ
ラ
ス
繊
維
の
含
有
率
を
〇
・

四
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
し
、
か
つ
、
ひ
る
石
の
含
有
率
を
二
・
五
パ
ー
セ

ン
ト
以
上
と
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
二
枚
以
上
張
っ
た
も

の
で
、
そ
の
厚
さ
の
合
計
が
四
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

・

（
略
）

・

（
略
）

（２）

（３）

（２）

（３）

四
・
五

（
略
）

三
・
四

（
略
）

六

令
第
百
七
条
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
（
第
一
号
に
あ
っ
て
は
、
通
常
の
火
災

（
新
設
）

に
よ
る
火
熱
が
一
・
五
時
間
加
え
ら
れ
た
場
合
の
も
の
に
限
る
。
）
に
適
合
す

る
耐
力
壁
で
あ
る
外
壁
の
構
造
方
法
に
あ
っ
て
は
、
第
二
号
又
は
前
号
に
定
め

る
構
造
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

七

令
第
百
七
条
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
（
第
一
号
に
あ
っ
て
は
、
通
常
の
火
災

五

令
第
百
七
条
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
（
第
一
号
に
あ
っ
て
は
、
通
常
の
火
災

に
よ
る
火
熱
が
一
時
間
加
え
ら
れ
た
場
合
の
も
の
に
限
る
。
）
に
適
合
す
る
耐

に
よ
る
火
熱
が
一
時
間
加
え
ら
れ
た
場
合
の
も
の
に
限
る
。
）
に
適
合
す
る
耐

力
壁
で
あ
る
外
壁
の
構
造
方
法
に
あ
っ
て
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ

力
壁
で
あ
る
外
壁
の
構
造
方
法
に
あ
っ
て
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

か
に
該
当
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

イ

前
号
に
定
め
る
構
造

イ

前
号
に
定
め
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

ロ

第
三
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
構
造

ロ

第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

ハ

間
柱
及
び
下
地
を
木
材
又
は
鉄
材
で
造
り
、
か
つ
、
そ
の
両
側
に
そ
れ
ぞ

ハ

間
柱
及
び
下
地
を
木
材
又
は
鉄
材
で
造
り
、
か
つ
、
そ
の
両
側
に
そ
れ
ぞ

れ
第
三
号
ト

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
防
火
被
覆
（
屋
外
側

れ
第
二
号
ヘ

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
防
火
被
覆
（
屋
外
側

（１）

（３）

（１）

（３）

の
防
火
被
覆
が

又
は

に
該
当
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
防
火
被
覆

の
防
火
被
覆
が

又
は

に
該
当
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
防
火
被
覆

（１）

（２）

（１）

（２）

の
上
に
金
属
板
、
軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
若
し
く
は
窯
業
系
サ
イ

の
上
に
金
属
板
、
軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
若
し
く
は
窯
業
系
サ
イ

デ
ィ
ン
グ
を
張
っ
た
場
合
又
は
モ
ル
タ
ル
若
し
く
は
し
っ
く
い
を
塗
っ
た
場

デ
ィ
ン
グ
を
張
っ
た
場
合
又
は
モ
ル
タ
ル
若
し
く
は
し
っ
く
い
を
塗
っ
た
場

合
に
限
る
。
）
が
設
け
ら
れ
た
も
の

合
に
限
る
。
）
が
設
け
ら
れ
た
構
造
と
す
る
こ
と
。

八
・
九

（
略
）

六
・
七

（
略
）

第
二

柱
の
構
造
方
法
は
、
次
に
定
め
る
も
の
（
第
二
号
ハ
、
第
三
号
ロ
並
び
に
第

第
二

柱
の
構
造
方
法
は
、
次
に
定
め
る
も
の
（
第
二
号
ハ
並
び
に
第
三
号
ニ
及
び

四
号
ニ
及
び
ヘ
に
定
め
る
構
造
方
法
に
あ
っ
て
は
、
防
火
被
覆
の
取
合
い
等
の
部

ヘ
に
定
め
る
構
造
方
法
に
あ
っ
て
は
、
防
火
被
覆
の
取
合
い
等
の
部
分
を
、
当
該
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分
を
、
当
該
取
合
い
等
の
部
分
の
裏
面
に
当
て
木
を
設
け
る
等
当
該
建
築
物
の
内

取
合
い
等
の
部
分
の
裏
面
に
当
て
木
を
設
け
る
等
当
該
建
築
物
の
内
部
へ
の
炎
の

部
へ
の
炎
の
侵
入
を
有
効
に
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
と
す
る
も
の
に
限
る

侵
入
を
有
効
に
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る

。
）
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
か
ぶ
り
厚
さ
又
は
厚
さ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
モ

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
か
ぶ
り
厚
さ
又
は
厚
さ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
モ
ル
タ
ル
、
プ

ル
タ
ル
、
プ
ラ
ス
タ
ー
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
仕
上
材
料
の
厚
さ
を
含
む
も
の

ラ
ス
タ
ー
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
仕
上
材
料
の
厚
さ
を
含
む
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

令
第
百
七
条
第
一
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
（
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が

（
新
設
）

一
・
五
時
間
加
え
ら
れ
た
場
合
の
も
の
に
限
る
。
）
に
適
合
す
る
柱
の
構
造
方

法
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

イ

前
号
に
定
め
る
構
造

ロ

木
材
又
は
鉄
材
に
防
火
被
覆
（
強
化
せ
っ
こ
う
ボ
ー
ド
を
三
枚
以
上
張
っ

た
も
の
で
、
そ
の
厚
さ
の
合
計
が
六
十
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限

る
。
）
が
設
け
ら
れ
た
も
の

四

（
略
）

三

（
略
）

第
三

床
の
構
造
方
法
は
、
次
に
定
め
る
も
の
（
第
二
号
ロ
及
び
第
三
号
ホ
に
定
め

第
三

床
の
構
造
方
法
は
、
次
に
定
め
る
も
の
（
第
二
号
ホ
に
定
め
る
構
造
方
法
に

る
構
造
方
法
に
あ
っ
て
は
、
防
火
被
覆
の
取
合
い
等
の
部
分
を
、
当
該
取
合
い
等

あ
っ
て
は
、
防
火
被
覆
の
取
合
い
等
の
部
分
を
、
当
該
取
合
い
等
の
部
分
の
裏
面

の
部
分
の
裏
面
に
当
て
木
を
設
け
る
等
当
該
建
築
物
の
内
部
へ
の
炎
の
侵
入
を
有

に
当
て
木
を
設
け
る
等
当
該
建
築
物
の
内
部
へ
の
炎
の
侵
入
を
有
効
に
防
止
す
る

効
に
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。
こ
の
場

こ
と
が
で
き
る
構
造
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

合
に
お
い
て
、
か
ぶ
り
厚
さ
又
は
厚
さ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
モ
ル
タ
ル
、
プ
ラ
ス
タ
ー

か
ぶ
り
厚
さ
又
は
厚
さ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
モ
ル
タ
ル
、
プ
ラ
ス
タ
ー
そ
の
他
こ
れ
ら

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
仕
上
材
料
の
厚
さ
を
含
む
も
の
と
す
る
。

に
類
す
る
仕
上
材
料
の
厚
さ
を
含
む
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

令
第
百
七
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
（
第
一
号
に
あ
っ

（
新
設
）

て
は
、
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
一
・
五
時
間
加
え
ら
れ
た
場
合
の
も
の
に

限
る
。
）
に
適
合
す
る
床
の
構
造
方
法
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

イ

前
号
に
定
め
る
構
造

ロ

根
太
及
び
下
地
を
木
材
又
は
鉄
材
で
造
り
、
か
つ
、
そ
の
表
側
の
部
分
及

び
そ
の
裏
側
の
部
分
又
は
直
下
の
天
井
に
防
火
被
覆
（
強
化
せ
っ
こ
う
ボ
ー

ド
を
三
枚
以
上
張
っ
た
も
の
で
、
そ
の
厚
さ
の
合
計
が
六
十
三
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
が
設
け
ら
れ
た
も
の
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三

（
略
）

二

（
略
）

第
四

は
り
の
構
造
方
法
は
、
次
に
定
め
る
も
の
（
第
二
号
ニ
、
第
三
号
ロ
及
び
第

第
四

は
り
の
構
造
方
法
は
、
次
に
定
め
る
も
の
（
第
二
号
ニ
及
び
第
三
号
ニ
に
定

四
号
ニ
に
定
め
る
構
造
方
法
に
あ
っ
て
は
、
防
火
被
覆
の
取
合
い
等
の
部
分
を
、

め
る
構
造
方
法
に
あ
っ
て
は
、
防
火
被
覆
の
取
合
い
等
の
部
分
を
、
当
該
取
合
い

当
該
取
合
い
等
の
部
分
の
裏
面
に
当
て
木
を
設
け
る
等
当
該
建
築
物
の
内
部
へ
の

等
の
部
分
の
裏
面
に
当
て
木
を
設
け
る
等
当
該
建
築
物
の
内
部
へ
の
炎
の
侵
入
を

炎
の
侵
入
を
有
効
に
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と

有
効
に
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。
こ
の

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
か
ぶ
り
厚
さ
又
は
厚
さ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
モ
ル
タ
ル

場
合
に
お
い
て
、
か
ぶ
り
厚
さ
又
は
厚
さ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
モ
ル
タ
ル
、
プ
ラ
ス
タ

、
プ
ラ
ス
タ
ー
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
仕
上
材
料
の
厚
さ
を
含
む
も
の
と
す
る

ー
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
仕
上
材
料
の
厚
さ
を
含
む
も
の
と
す
る
。

。一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

令
第
百
七
条
第
一
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
（
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が

（
新
設
）

一
・
五
時
間
加
え
ら
れ
た
場
合
の
も
の
に
限
る
。
）
に
適
合
す
る
は
り
の
構
造

方
法
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
と
す
る

。イ

前
号
に
定
め
る
構
造

ロ

木
材
又
は
鉄
材
に
防
火
被
覆
（
強
化
せ
っ
こ
う
ボ
ー
ド
を
三
枚
以
上
張
っ

た
も
の
で
、
そ
の
厚
さ
の
合
計
が
六
十
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限

る
。
）
が
設
け
ら
れ
た
も
の

四

令
第
百
七
条
第
一
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
（
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が

三

令
第
百
七
条
第
一
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
（
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が

一
時
間
加
え
ら
れ
た
場
合
の
も
の
に
限
る
。
）
に
適
合
す
る
は
り
の
構
造
方
法

一
時
間
加
え
ら
れ
た
場
合
の
も
の
に
限
る
。
）
に
適
合
す
る
は
り
の
構
造
方
法

は
、
次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
と
す
る

は
、
次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
と
す
る

。

。

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

鉄
骨
（
断
面
積
を
加
熱
周
長
で
除
し
た
数
値
が
、
上
フ
ラ
ン
ジ
が
床
ス
ラ

ニ

鉄
骨
（
断
面
積
を
加
熱
周
長
で
除
し
た
数
値
が
、
上
フ
ラ
ン
ジ
が
床
ス
ラ

ブ
に
密
着
し
た
構
造
で
三
面
か
ら
加
熱
さ
れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
六
・
一
以

ブ
に
密
着
し
た
構
造
で
三
面
か
ら
加
熱
さ
れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
六
・
一
以

上
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
っ
て
は
六
・
七
以
上
の
Ｈ
形
鋼
に
限
る
。
）
に
次

上
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
っ
て
は
六
・
七
以
上
の
Ｈ
形
鋼
に
限
る
。
）
に
次

の

又
は

に
該
当
す
る
防
火
被
覆
が
設
け
ら
れ
た
も
の

の

又
は

に
該
当
す
る
防
火
被
覆
が
設
け
ら
れ
た
も
の

（１）

（２）

（１）

（２）

第
二
第
四
号
ニ

又
は

に
該
当
す
る
も
の

第
二
第
三
号
ニ

又
は

に
該
当
す
る
も
の

（１）

（１）

（２）

（１）

（１）

（２）

（
略
）

（
略
）

（２）

（２）

ホ

第
二
第
四
号
ヘ
に
定
め
る
構
造

ホ

第
二
第
三
号
ヘ
に
定
め
る
構
造

ヘ

（
略
）

ヘ

（
略
）
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（
建
築
物
の
定
期
調
査
報
告
に
お
け
る
調
査
及
び
定
期
点
検
に
お
け
る
点
検
の
項
目
、
方
法
及
び
結
果
の
判
定
基
準

並
び
に
調
査
結
果
表
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正)

第
四
条

建
築
物
の
定
期
調
査
報
告
に
お
け
る
調
査
及
び
定
期
点
検
に
お
け
る
点
検
の
項
目
、
方
法
及
び
結
果
の
判
定

基
準
並
び
に
調
査
結
果
表
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改

正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
一

定
期
調
査
等
は
、
施
行
規
則
第
五
条
第
二
項
及
び
第
五
条
の
二
第
一
項
の
規

第
一

定
期
調
査
等
は
、
施
行
規
則
第
五
条
第
二
項
及
び
第
五
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
別
表
第
一
又
は
別
表
第
二
の

欄
に
掲
げ
る

定
に
基
づ
き
、
別
表

欄
に
掲
げ
る
項
目
（
た
だ
し
、
法
第
十
二
条
第
二
項
に
規

(い)

(い)

項
目
（
た
だ
し
、
法
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
点
検
に
お
い
て
は
損
傷
、
腐

定
す
る
点
検
に
お
い
て
は
損
傷
、
腐
食
、
そ
の
他
の
劣
化
状
況
に
係
る
も
の
に
限

食
、
そ
の
他
の
劣
化
状
況
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
応
じ
、
同
表

欄
に
掲
げ

る
。
）
に
応
じ
、
同
表

欄
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
実
施
し
、
そ
の
結
果
が
同
表

(ろ)

(ろ)

る
方
法
に
よ
り
実
施
し
、
そ
の
結
果
が
同
表

欄
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
し
て
い

欄
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
と
す
る
。

(は)

(は)

る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
建
築
物
（
建
築
基
準
法
施
行

（
新
設
）

令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十

四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
建
築
物
の
う
ち
階
数
が
四
以
下
又
は
延
べ
面
積

が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
国
家
機
関
の
建
築
物
以
外
の
も
の
（
以
下
「
小
規

模
民
間
事
務
所
等
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）

別
表
第
一

二

小
規
模
民
間
事
務
所
等

別
表
第
二

（
新
設
）

第
四

調
査
結
果
表
は
、
施
行
規
則
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
各
号

第
四

調
査
結
果
表
は
、
施
行
規
則
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
記
の
と

に
掲
げ
る
建
築
物
の
種
類
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

一

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
建
築
物
（
小
規
模
民
間
事
務

（
新
設
）

所
等
を
除
く
。
）

別
記
第
一
号

二

小
規
模
民
間
事
務
所
等

別
記
第
二
号

（
新
設
）

別
表
第
一

別
表

調
査
項
目

調
査
方
法

判
定
基
準

調
査
項
目

調
査
方
法

判
定
基
準

（い）

（ろ）

（は）

（い）

（ろ）

（は）

一

（
略
）

一

（
略
）

(一)

(一)

敷

・

敷

・

地

地

(二)

(二)

及

及

び

令
第
百
二
十
八
条
に
規

（
略
）

び

建
築
基
準
法
施
行
令
（

（
略
）

（三）

（三）

地

～

定
す
る
通
路
（
以
下
「

地

～

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
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盤

敷
地
内
の
通
路
」
と
い

盤

三
百
三
十
八
号
。
以
下

（五）

（五）

う
。
）

「
令
」
と
い
う
。
）
第

百
二
十
八
条
に
規
定
す

る
通
路
（
以
下
「
敷
地

内
の
通
路
」
と
い
う
。

）

（
略
）

（
略
）

（六）

（六）

～

～

（九）

（九）

（
略
）

（
略
）

四

（
略
）

四

（
略
）

(一)

(一)

建

～

建

～

築

二
十
五

築

二
十
五

物

物

の

二
十
六

防
火
設
備
（
防
火
扉
、

（
略
）

の

二
十
六

防
火
設
備
（
防
火
扉
、

（
略
）

内

～

防
火
シ
ャ
ッ
タ
ー
そ
の

内

～

防
火
シ
ャ
ッ
タ
ー
そ
の

部

三
十
三

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も

部

三
十
三

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も

の
に
限
る
。
以
下
同
じ

の
に
限
る
。
）
又
は
戸

。
）
又
は
戸

三
十
四

（
略
）

三
十
四

（
略
）

～

～

四
十
七

四
十
七

（
略
）

（
略
）



- 16 -

別
表
第
二

（
新
設
）

調
査
項
目

調
査
方
法

判
定
基
準

（い）

（ろ）

（は）

一

令

竪
穴
区
画
の
状
況

設
計
図
書
等

令
第
百
十
二
条
第

(一)

建

第

に
よ
り
確
認

十
一
項
の
規
定
に

築

百

す
る
。

適
合
し
な
い
こ
と

物

十

。
た
だ
し
、
令
第

の

二

百
二
十
九
条
の
二

内

条

第
一
項
の
規
定
が

部

第

適
用
さ
れ
、
か
つ

十

全
館
避
難
安
全
性

一

能
に
影
響
を
及
ぼ

項

す
修
繕
等
が
行
わ

に

れ
て
い
な
い
場
合

規

を
除
く
。

定す

竪
穴

令
第
百
十

設
計
図
書
等

令
第
百
十
二
条
第

(二)

る

区
画

二
条
第
十

に
よ
り
確
認

十
六
項
又
は
第
十

区

の
外

六
項
に
規

す
る
。

七
項
の
規
定
に
適

画

周
部

定
す
る
外

合
し
な
い
こ
と
。

（

壁
等
及
び

以

同
条
第
十

下

七
項
に
規

「

定
す
る
防

竪

火
設
備
の

穴

処
置
の
状

区

況

画」

令
第
百
十

目
視
に
よ
り

令
第
百
十
二
条
第

（三）
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と

二
条
第
十

確
認
す
る
。

十
六
項
に
規
定
す

い

六
項
に
規

る
外
壁
等
、
同
条

う

定
す
る
外

第
十
七
項
に
規
定

。

壁
等
及
び

す
る
防
火
設
備
に

）

同
条
第
十

損
傷
が
あ
る
こ
と

七
項
に
規

。

定
す
る
防

火
設
備
の

劣
化
及
び

損
傷
の
状

況

準
耐
火
構

準
耐
火
性

設
計
図
書
等

令
第
百
七
条
の
二

（四）

造
の
壁
（

能
の
確
保

に
よ
り
確
認

の
規
定
に
適
合
し

竪
穴
区
画

の
状
況

す
る
。

な
い
こ
と
。

を
構
成
す

る
壁
に
限

部
材
の
劣

目
視
に
よ
り

各
部
材
及
び
接
合

（五）

る
。
）

化
及
び
損

確
認
す
る
。

部
に
穴
又
は
破
損

傷
の
状
況

が
あ
る
こ
と
。

鉄
骨
の
耐

設
計
図
書
等

耐
火
被
覆
の
剥
が

（六）

火
被
覆
の

に
よ
り
確
認

れ
等
に
よ
り
鉄
骨

劣
化
及
び

し
、
修
繕
等

が
露
出
し
て
い
る

損
傷
の
状

が
行
わ
れ
、

こ
と
。

況

か
つ
、
点
検

口
等
が
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
点
検

口
等
か
ら
目

視
に
よ
り
確
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認
す
る
。

給
水
管
、

設
計
図
書
等

令
第
百
十
二
条
第

（七）

配
電
管
そ

に
よ
り
確
認

二
十
項
若
し
く
は

の
他
の
管

し
、
修
繕
等

第
二
十
一
項
又
は

又
は
風
道

が
行
わ
れ
、

第
百
二
十
九
条
の

の
区
画
貫

か
つ
、
点
検

二
の
四
の
規
定
に

通
部
の
充

口
等
が
あ
る

適
合
し
な
い
こ
と

填
等
の
処

場
合
に
あ
っ

。

理
の
状
況

て
は
、
点
検

口
等
か
ら
目

視
に
よ
り
確

認
す
る
。

準
耐
火
構

準
耐
火
性

設
計
図
書
等

令
第
百
七
条
の
二

（八）

造
の
床
（

能
の
確
保

に
よ
り
確
認

の
規
定
に
適
合
し

竪
穴
区
画

の
状
況

す
る
。

な
い
こ
と
。

を
構
成
す

る
床
に
限

部
材
の
劣

目
視
に
よ
り

各
部
材
及
び
接
合

（九）

る
。
）

化
及
び
損

確
認
す
る
。

部
に
穴
又
は
破
損

傷
の
状
況

が
あ
る
こ
と
。

給
水
管
、

設
計
図
書
等

令
第
百
十
二
条
第

（十）

配
電
管
そ

に
よ
り
確
認

二
十
項
若
し
く
は

の
他
の
管

し
、
修
繕
等

第
二
十
一
項
又
は

又
は
風
道

が
行
わ
れ
、

第
百
二
十
九
条
の

の
区
画
貫

か
つ
、
点
検

二
の
四
の
規
定
に

通
部
の
充

口
等
が
あ
る

適
合
し
な
い
こ
と

填
等
の
処

場
合
に
あ
っ

。

理
の
状
況

て
は
、
点
検
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口
等
か
ら
目

視
に
よ
り
確

認
す
る
。

十
一

防
火
設
備

区
画
に
対

目
視
及
び
設

令
第
百
十
二
条
第

（
竪
穴
区

応
し
た
防

計
図
書
等
に

十
九
項
の
規
定
に

画
を
構
成

火
設
備
の

よ
り
確
認
す

適
合
し
な
い
こ
と

す
る
防
火

設
置
の
状

る
。

。

設
備
に
限

況

る
。
以
下

十
二

同
じ
。
）

居
室
か
ら

目
視
及
び
設

令
第
百
十
二
条
第

地
上
へ
通

計
図
書
等
に

十
九
項
の
規
定
に

じ
る
主
た

よ
り
確
認
す

適
合
し
な
い
こ
と

る
廊
下
、

る
。

。

階
段
そ
の

他
の
通
路

に
設
置
さ

れ
た
防
火

設
備
に
お

け
る
く
ぐ

り
戸
の
設

置
の
状
況

十
三

昭
和
四
十

常
時
閉
鎖
し

昭
和
四
十
八
年
建

八
年
建
設

た
状
態
に
あ

設
省
告
示
第
二
千

省
告
示
第

る
防
火
扉
（

五
百
六
十
三
号
第

二
千
五
百

以
下
「
常
閉

一
第
一
号
ロ
の
規

六
十
三
号

防
火
扉
」
と

定
に
適
合
し
な
い

第
一
第
一

い
う
。
）
に

こ
と
。

号
ロ
に
規

あ
っ
て
は
、
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定
す
る
基

各
階
の
主
要

準
に
つ
い

な
常
閉
防
火

て
の
適
合

扉
の
閉
鎖
時

の
状
況

間
を
ス
ト
ッ

プ
ウ
ォ
ッ
チ

等
に
よ
り
測

定
し
、
扉
の

重
量
に
よ
り

運
動
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
確
認

す
る
と
と
も

に
、
必
要
に

応
じ
て
閉
鎖

す
る
力
を
テ

ン
シ
ョ
ン
ゲ

ー
ジ
等
に
よ

り
測
定
す
る

。
た
だ
し
、

三
年
以
内
に

実
施
し
た
点

検
の
記
録
が

あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、

当
該
記
録
に

よ
り
確
認
す

る
こ
と
で
足

り
る
。

十
四

常
時
閉
鎖

目
視
に
よ
り

常
閉
防
火
設
備
の

又
は
作
動

確
認
す
る
。

変
形
又
は
損
傷
に
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し
た
状
態

よ
り
遮
炎
性
能
又

に
あ
る
防

は
遮
煙
性
能
に
支

火
設
備
（

障
が
あ
る
こ
と
。

以
下
「
常

閉
防
火
設

備
」
と
い

う
。
）
の

本
体
と
枠

の
劣
化
及

び
損
傷
の

状
況

十
五

常
閉
防
火

各
階
の
主
要

常
閉
防
火
設
備
が

設
備
の
閉

な
常
閉
防
火

閉
鎖
又
は
作
動
し

鎖
又
は
作

設
備
の
閉
鎖

な
い
こ
と
。

動
の
状
況

又
は
作
動
を

確
認
す
る
。

た
だ
し
、
三

年
以
内
に
実

施
し
た
点
検

の
記
録
が
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当

該
記
録
に
よ

り
確
認
す
る

こ
と
で
足
り

る
。

十
六

常
閉
防
火

目
視
に
よ
り

物
品
が
放
置
さ
れ

設
備
の
閉

確
認
す
る
。

て
い
る
こ
と
に
よ
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鎖
又
は
作

り
常
閉
防
火
設
備

動
の
障
害

の
閉
鎖
又
は
作
動

と
な
る
物

に
支
障
が
あ
る
こ

品
の
放
置

と
。

の
状
況

十
七

常
閉
防
火

目
視
に
よ
り

常
閉
防
火
扉
が
開

扉
の
固
定

確
認
す
る
。

放
状
態
に
固
定
さ

の
状
況

れ
て
い
る
こ
と
。

十
八

照
明
器
具

防
火
設
備

目
視
に
よ
り

防
火
設
備
の
閉
鎖

、
懸
垂
物

の
閉
鎖
の

確
認
す
る
。

に
支
障
が
あ
る
こ

等

障
害
と
な

と
。

る
照
明
器

具
、
懸
垂

物
等
の
状

況

二

令
第
百
二

令
第
百
二

設
計
図
書
等

令
第
百
二
十
条
又

(一)

避

十
条
第
二

十
条
第
二

に
よ
り
確
認

は
第
百
二
十
一
条

難

項
に
規
定

項
に
規
定

す
る
。

（
令
第
百
二
十
九

施

す
る
通
路

す
る
通
路

条
第
一
項
の
規
定

設

の
確
保
の

が
適
用
さ
れ
、
か

状
況

つ
階
避
難
安
全
性

能
に
影
響
を
及
ぼ

す
修
繕
等
が
行
わ

れ
て
い
な
い
場
合

又
は
令
第
百
二
十

九
条
の
二
第
一
項

の
規
定
が
適
用
さ
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れ
、
か
つ
全
館
避

難
安
全
性
能
に
影

響
を
及
ぼ
す
修
繕

等
が
行
わ
れ
て
い

な
い
場
合
に
あ
っ

て
は
、
令
第
百
二

十
条
を
除
く
。
）

の
規
定
に
適
合
し

な
い
こ
と
。

避
難
上
有

避
難
上
有

目
視
及
び
設

令
第
百
二
十
一
条

(二)

効
な
バ
ル

効
な
バ
ル

計
図
書
等
に

の
規
定
に
適
合
し

コ
ニ
ー

コ
ニ
ー
の

よ
り
確
認
す

な
い
こ
と
。

確
保
の
状

る
。

況手
す
り
等

目
視
及
び
テ

著
し
い
錆
又
は
腐

（三）

の
劣
化
及

ス
ト
ハ
ン
マ

食
が
あ
る
こ
と
。

び
損
傷
の

ー
に
よ
る
打

状
況

診
等
に
よ
り

確
認
す
る
。

物
品
の
放

目
視
に
よ
り

避
難
に
支
障
と
な

（四）

置
の
状
況

確
認
す
る
。

る
物
品
が
放
置
さ

れ
て
い
る
こ
と
。

避
難
器
具

目
視
及
び
作

避
難
ハ
ッ
チ
が
開

（五）

の
操
作
性

動
に
よ
り
確

閉
で
き
な
い
こ
と

の
確
保
の

認
す
る
。

又
は
避
難
器
具
が

状
況

使
用
で
き
な
い
こ
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と
。

直
通
階
段

直
通
階
段

目
視
及
び
設

令
第
百
二
十
条
又

（六）

の
設
置
の

計
図
書
等
に

は
第
百
二
十
一
条

状
況

よ
り
確
認
す

（
令
第
百
二
十
九

る
。

条
第
一
項
の
規
定

が
適
用
さ
れ
、
か

つ
階
避
難
安
全
性

能
に
影
響
を
及
ぼ

す
修
繕
等
が
行
わ

れ
て
い
な
い
場
合

又
は
令
第
百
二
十

九
条
の
二
第
一
項

の
規
定
が
適
用
さ

れ
、
か
つ
、
全
館

避
難
安
全
性
能
に

影
響
を
及
ぼ
す
修

繕
等
が
行
わ
れ
て

い
な
い
場
合
に
あ

っ
て
は
、
令
第
百

二
十
条
を
除
く
。

）
の
規
定
に
適
合

し
な
い
こ
と
。

幅
の
確
保

設
計
図
書
等

令
第
二
十
三
条
又

（七）

の
状
況

に
よ
り
確
認

は
第
二
十
四
条
の

し
又
は
鋼
製

規
定
に
適
合
し
な

巻
尺
等
に
よ

い
こ
と
。

り
測
定
す
る

。
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手
す
り
の

目
視
に
よ
り

令
第
二
十
五
条
の

（八）

設
置
の
状

確
認
す
る
。

規
定
に
適
合
し
な

況

い
こ
と
。

物
品
の
放

目
視
に
よ
り

通
行
に
支
障
と
な

（九）

置
の
状
況

確
認
す
る
。

る
物
品
が
放
置
さ

れ
て
い
る
こ
と
。

階
段
各
部

目
視
、
触
診

モ
ル
タ
ル
等
の
仕

（十）

の
劣
化
及

、
設
計
図
書

上
げ
材
に
ひ
び
割

び
損
傷
の

等
に
よ
り
確

れ
が
あ
る
こ
と
、

状
況

認
す
る
。

鋼
材
に
錆
又
は
腐

食
が
あ
る
こ
と
、

木
材
に
腐
朽
、
損

傷
又
は
虫
害
が
あ

る
こ
と
、
防
水
層

に
損
傷
が
あ
る
こ

と
等
に
よ
り
安
全

上
支
障
が
生
ず
る

お
そ
れ
が
あ
る
こ

と
又
は
安
全
上
支

障
が
生
じ
て
い
る

こ
と
。

別
記
第
一
号

（Ａ
４

）

別
記

（Ａ
４

）

（略

）

（略

）

（注
意

）

（注
意

）

①

～④

（略

）

①

～④

（略
）
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⑤

「調
査
結
果

」欄
は

別
表
第
１

欄
に
掲
げ
る
各
調
査
項
目
ご
と
に
記
入

⑤

「調
査
結
果

」欄
は

別
表

欄
に
掲
げ
る
各
調
査
項
目
ご
と
に
記
入
し
て

、
、

し
て
く
だ
さ
い

く
だ
さ
い

。
。

⑥
「調

査
結
果

」欄
の
う
ち

「要
是
正

」欄
は

別
表
第
１

欄
に
掲
げ
る
調

⑥

「調
査
結
果

」欄
の
う
ち

「要
是
正

」欄
は

別
表

欄
に
掲
げ
る
調
査
項

、
、

査
項
目
に
つ
い
て

欄
に
掲
げ
る
判
定
基
準
に
該
当
す
る
場
合
に
○
印
を
記
入

目
に
つ
い
て

欄
に
掲
げ
る
判
定
基
準
に
該
当
す
る
場
合
に
○
印
を
記
入
し
て

し
て
く
だ
さ
い

く
だ
さ
い

。
。

⑦

～⑨

（略
）
⑦

～⑨

（略

）

⑩
７

「上
記
以
外
の
調
査
項
目

」欄
は
第
２
の
規
定
に
よ
り
特
定
行
政
庁
が
調

⑩
７

「上
記
以
外
の
調
査
項
目

」欄
は
第
１
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
特
定
行

査
項
目
を
追
加
し
た
と
き
に

特
定
行
政
庁
が
追
加
し
た
調
査
項
目
を
追
加
し

政
庁
が
調
査
項
目
を
追
加
し
た
と
き
に

特
定
行
政
庁
が
追
加
し
た
調
査
項
目

、
、

⑤
か
ら
⑧
に
準
じ
て
調
査
結
果
等
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

な
お

こ
れ
ら

を
追
加
し

⑤
か
ら
⑧
に
準
じ
て
調
査
結
果
等
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

な
お

、
。

、
、

。

の
項
目
が
な
い
場
合
は

７
は
削
除
し
て
構
い
ま
せ
ん

こ
れ
ら
の
項
目
が
な
い
場
合
は

７
は
削
除
し
て
構
い
ま
せ
ん

、
。

、
、

。

⑪

～⑭

（略

）

⑪

～⑭

（略

）

別
記
第
二
号

（Ａ
４

）

（新
設

）
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別
添
第
１
の
２
様
式

（Ａ
３

）

（新
設

）
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（
建
築
設
備
（
昇
降
機
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
報
告
に
お
け
る
検
査
及
び
定
期
点
検
に
お
け
る
点
検
の
項
目
、
事

項
、
方
法
及
び
結
果
の
判
定
基
準
並
び
に
検
査
結
果
表
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
五
条

建
築
設
備
（
昇
降
機
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
報
告
に
お
け
る
検
査
及
び
定
期
点
検
に
お
け
る
点
検
の
項
目

、
事
項
、
方
法
及
び
結
果
の
判
定
基
準
並
び
に
検
査
結
果
表
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百

八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
二

定
期
検
査
等
及
び
定
期
点
検
は
、
施
行
規
則
第
六
条
第
二
項
及
び
第
六
条
の

第
二

定
期
検
査
等
及
び
定
期
点
検
は
、
施
行
規
則
第
六
条
第
二
項
及
び
第
六
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
換
気
設
備
、
排
煙
設
備
、
非
常
用
の
照
明
装
置
並

二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
換
気
設
備
、
排
煙
設
備
、
非
常
用
の
照
明
装
置
並

び
に
給
水
設
備
及
び
排
水
設
備
（
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
八
十
二

び
に
給
水
設
備
及
び
排
水
設
備
（
以
下
「
換
気
設
備
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

号
第
一
第
一
号
に
規
定
す
る
小
規
模
民
間
事
務
所
等
に
設
け
る
も
の
を
除
く
。
以

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で
の

欄
に
掲
げ
る
項
目
に

(い)

下
「
換
気
設
備
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
別
表
第
一
か

応
じ
、
同
表

欄
に
掲
げ
る
事
項
（
た
だ
し
、
法
第
十
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る

(ろ)

ら
別
表
第
四
ま
で
の

欄
に
掲
げ
る
項
目
に
応
じ
、
同
表

欄
に
掲
げ
る
事
項
（

点
検
に
お
い
て
は
損
傷
、
腐
食
、
そ
の
他
の
劣
化
状
況
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

(い)

(ろ)

た
だ
し
、
法
第
十
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
点
検
に
お
い
て
は
損
傷
、
腐
食
、
そ

ご
と
に
定
め
る
同
表

欄
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
実
施
し
、
そ
の
結
果
が
同
表

(は)

（に）

の
他
の
劣
化
状
況
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
ご
と
に
定
め
る
同
表

欄
に
掲
げ
る

欄
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ

(は)

方
法
に
よ
り
実
施
し
、
そ
の
結
果
が
同
表

欄
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
し
て
い
る

し
、
特
定
行
政
庁
が
規
則
に
よ
り
定
期
検
査
等
の
項
目
、
事
項
、
方
法
又
は
結
果

（に）

か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
定
行
政
庁
が
規
則
に
よ
り
定

の
判
定
基
準
に
つ
い
て
定
め
る
場
合
（
定
期
検
査
等
の
項
目
若
し
く
は
事
項
に
つ

期
検
査
等
の
項
目
、
事
項
、
方
法
又
は
結
果
の
判
定
基
準
に
つ
い
て
定
め
る
場
合

い
て
削
除
し
又
は
定
期
検
査
等
の
方
法
若
し
く
は
結
果
の
判
定
基
準
に
つ
い
て
、

（
定
期
検
査
等
の
項
目
若
し
く
は
事
項
に
つ
い
て
削
除
し
又
は
定
期
検
査
等
の
方

よ
り
緩
や
か
な
条
件
を
定
め
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
則
の
定

法
若
し
く
は
結
果
の
判
定
基
準
に
つ
い
て
、
よ
り
緩
や
か
な
条
件
を
定
め
る
場
合

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

別
表
第
一

別
表
第
一

検
査
項
目

検
査
事

検

判
定
基
準

検
査
項
目

検
査
事

検

判
定
基
準

(い)

(ろ)

(は)

（に）

(い)

(ろ)

(は)

（に）

項

査
方

項

査
方

法

法

一

法
第
二

機
械

機
械
換

給
気
機
の

目
視

建
築
基
準
法

一

法
第
二

機
械

機
械
換

給
気
機
の

目
視

建
築
基
準
法

(一)

(一)

十
八
条
第

換
気

気
設
備

外
気
取
入

に
よ

施
行
令
（
昭

十
八
条
第

換
気

気
設
備

外
気
取
り

に
よ

施
行
令
（
昭

二
項
又
は

設
備

（
中
央

口
並
び
に

り
確

和
二
十
五
年

二
項
又
は

設
備

（
中
央

入
れ
口
並

り
確

和
二
十
五
年

第
三
項
の

管
理
方

直
接
外
気

認
す

政
令
第
三
百

第
三
項
の

管
理
方

び
に
直
接

認
す

政
令
第
三
百
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規
定
に
基

式
の
空

に
開
放
さ

る
。

三
十
八
号
。

規
定
に
基

式
の
空

外
気
に
開

る
。

三
十
八
号
。

づ
き
換
気

気
調
和

れ
た
給
気

以
下
「
令
」

づ
き
換
気

気
調
和

放
さ
れ
た

以
下
「
令
」

設
備
が
設

設
備
を

口
及
び
排

と
い
う
。
）

設
備
が
設

設
備
を

給
気
口
及

と
い
う
。
）

け
ら
れ
た

含
む
。

気
口
へ
の

第
百
二
十
九

け
ら
れ
た

含
む
。

び
排
気
口

第
百
二
十
九

居
室
（
換

）
の
外

雨
水
の
浸

条
の
二
の
五

居
室
（
換

）
の
外

へ
の
雨
水

条
の
二
の
五

気
設
備
を

観

入
等
の
防

第
二
項
第
三

気
設
備

観

等
の
防
止

第
二
項
第
三

設
け
る
べ

止
措
置
の

号
の
規
定
に

を
設
け
る

措
置
の
状

号
の
規
定
に

き
調
理
室

状
況

適
合
し
な
い

べ
き
調
理

況

適
合
し
な
い

等
を
除
く

こ
と
。

室
等
を
除

こ
と
。

。
）

く
。
）

給
気
機
の

目
視

取
付
け
が
堅

給
気
機
の

目
視

取
付
け
が
堅

(二)

(二)

外
気
取
入

又
は

固
で
な
い
こ

外
気
取
り

又
は

固
で
な
い
こ

口
及
び
排

触
診

と
又
は
著
し

入
れ
口
及

触
診

と
又
は
著
し

気
機
の
排

に
よ

い
腐
食
、
損

び
排
気
機

に
よ

い
腐
食
、
損

気
口
の
取

り
確

傷
等
が
あ
る

の
排
気
口

り
確

傷
等
が
あ
る

付
け
の
状

認
す

こ
と
。

の
取
付
け

認
す

こ
と
。

況

る
。

の
状
況

る
。

～

（
略
）

～

（
略
）

（三）

（三）

（八）

（八）

・

（
略
）

・

（
略
）

（九）

（九）

（十）

（十）

十
一

～

（
略
）

十
一

～

（
略
）

二
十
一

二
十
一

（
略
）

（
略
）
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注
１

）
（略

）

注
１

）
（略

）

注
２

）
「換

気
状
況
の
評
価

」欄
に
は

外
気
取
入
口
に
お
け
る
風
量
測
定
を
行

注
２

）
「換

気
状
況
の
評
価

」欄
に
は

外
気
取
り
入
れ
口
に
お
け
る
風
量
測
定

、
、

う
こ
と
が
最
も
確
実
で
あ
り

換
気
量
測
定
を
行
っ
た
場
合
は

そ
の
測

を
行
う
こ
と
が
最
も
確
実
で
あ
り

換
気
量
測
定
を
行
っ
た
場
合
は

そ
、

、
、

、

定
結
果
を
記
入
す
る

こ
れ
に
代
わ
る
方
法
と
し
て

各
室
の
二
酸
化
炭

の
測
定
結
果
を
記
入
す
る

こ
れ
に
代
わ
る
方
法
と
し
て

各
室
の
二
酸

。
、

。
、

素
濃
度
の
測
定
を
行
い

居
住
者
数
と
測
定
値
に
矛
盾
が
な
い
か
確
認
す

化
炭
素
濃
度
の
測
定
を
行
い

居
住
者
数
と
測
定
値
に
矛
盾
が
な
い
か
確

、
、

る
等
を
行
っ
た
場
合
に
は

そ
の
結
果
を
記
入
す
る

認
す
る
等
を
行
っ
た
場
合
に
は

そ
の
結
果
を
記
入
す
る

、
。

、
。

注

）
（略

）

注

）
（略

）
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（
国
家
機
関
の
建
築
物
の
昇
降
機
以
外
の
建
築
設
備
の
定
期
点
検
に
お
け
る
点
検
の
項
目
、
事
項
、
方
法
及
び
結
果

の
判
定
基
準
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
六
条

国
家
機
関
の
建
築
物
の
昇
降
機
以
外
の
建
築
設
備
の
定
期
点
検
に
お
け
る
点
検
の
項
目
、
事
項
、
方
法
及
び

結
果
の
判
定
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
三
百
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

別
表
第
一

換
気
設
備

別
表
第
一

換
気
設
備

検
査
項
目

検
査
事

検

判
定
基
準

検
査
項
目

検
査
事

検

判
定
基
準

(い)

(ろ)

(は)

（に）

(い)

(ろ)

(は)

（に）

項

査
方

項

査
方

法

法

一

建
築
基

機
械

機
械
換

給
気
機
の

目
視

取
付
け
が
堅

一

建
築
基

機
械

機
械
換

給
気
機
の

目
視

取
付
け
が
堅

(一)

(一)

準
法
（
昭
和

換
気

気
設
備

外
気
取
入

又
は

固
で
な
い
こ

準
法
（
昭
和

換
気

気
設
備

外
気
取
り

又
は

固
で
な
い
こ

二
十
五
年
法

設
備

（
中
央

口
及
び
排

触
診

と
又
は
著
し

二
十
五
年
法

設
備

（
中
央

入
れ
口
及

触
診

と
又
は
著
し

律
第
二
百
一

管
理
方

気
機
の
排

に
よ

い
腐
食
、
損

律
第
二
百
一

管
理
方

び
排
気
機

に
よ

い
腐
食
、
損

号
）
第
二
十

式
の
空

気
口
の
取

り
確

傷
等
が
あ
る

号
）
第
二
十

式
の
空

の
排
気
口

り
確

傷
等
が
あ
る

八
条
第
二
項

気
調
和

付
け
の
状

認
す

こ
と
。

八
条
第
二
項

気
調
和

の
取
付
け

認
す

こ
と
。

の
規
定
に
基

設
備
を

況

る
。

の
規
定
に
基

設
備
を

の
状
況

る
。

づ
き
換
気
設

含
む
。

づ
き
換
気
設

含
む
。

備
が
設
け
ら

～

）
の
外

（
略
）

備
が
設
け
ら

～

）
の
外

（
略
）

(二)

(二)

れ
た
居
室

観

れ
た
居
室

観

（四）

（四）

・

（
略
）

・

（
略
）

（五）

（五）

（六）

（六）

～

（
略
）

～

（
略
）

（七）

（七）

（九）

（九）

（
略
）

（
略
）
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（
防
火
設
備
の
定
期
検
査
報
告
に
お
け
る
検
査
及
び
定
期
点
検
に
お
け
る
点
検
の
項
目
、
事
項
、
方
法
及
び
結
果
の

判
定
基
準
並
び
に
検
査
結
果
表
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
七
条

防
火
設
備
の
定
期
検
査
報
告
に
お
け
る
検
査
及
び
定
期
点
検
に
お
け
る
点
検
の
項
目
、
事
項
、
方
法
及
び
結

果
の
判
定
基
準
並
び
に
検
査
結
果
表
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
二
十
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
一

定
期
検
査
等
は
、
施
行
規
則
第
六
条
第
二
項
及
び
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規

第
一

定
期
検
査
等
は
、
施
行
規
則
第
六
条
第
二
項
及
び
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
防
火
扉
、
防
火
シ
ャ
ッ
タ
ー
、
耐
火
ク
ロ
ス
ス
ク
リ
ー
ン
及
び
ド

定
に
基
づ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で
の

欄
に
掲

(い)

レ
ン
チ
ャ
ー
そ
の
他
の
水
幕
を
形
成
す
る
防
火
設
備
（
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省

げ
る
項
目
に
応
じ
、
同
表

欄
に
掲
げ
る
事
項
（
た
だ
し
、
法
第
十
二
条
第
四
項

(ろ)

告
示
第
二
百
八
十
二
号
第
一
第
一
号
に
規
定
す
る
小
規
模
民
間
事
務
所
等
に
あ
っ

に
規
定
す
る
点
検
に
お
い
て
は
損
傷
、
腐
食
、
そ
の
他
の
劣
化
状
況
に
係
る
も
の

て
は
、
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
。
以
下
「

に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
同
表

欄
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
実
施
し
、
そ
の
結
果

(は)

令
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
防
火
区
画
を
構
成
す
る
も

が
同
表

欄
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
と
す

(に)

の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で

る
。
た
だ
し
、
特
定
行
政
庁
が
規
則
に
よ
り
定
期
検
査
等
の
項
目
、
事
項
、
方
法

の

欄
に
掲
げ
る
項
目
に
応
じ
、
同
表

欄
に
掲
げ
る
事
項
（
た
だ
し
、
法
第
十

又
は
結
果
の
判
定
基
準
に
つ
い
て
定
め
る
場
合
（
定
期
検
査
等
の
項
目
若
し
く
は

(い)

(ろ)

二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
点
検
に
お
い
て
は
損
傷
、
腐
食
、
そ
の
他
の
劣
化
状
況

事
項
に
つ
い
て
削
除
し
又
は
定
期
検
査
等
の
方
法
若
し
く
は
結
果
の
判
定
基
準
に

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
同
表

欄
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
実
施
し

つ
い
て
、
よ
り
緩
や
か
な
条
件
を
定
め
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該

(は)

、
そ
の
結
果
が
同
表

欄
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
定
す

規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

(に)

る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
定
行
政
庁
が
規
則
に
よ
り
定
期
検
査
等
の
項
目
、

事
項
、
方
法
又
は
結
果
の
判
定
基
準
に
つ
い
て
定
め
る
場
合
（
定
期
検
査
等
の
項

目
若
し
く
は
事
項
に
つ
い
て
削
除
し
又
は
定
期
検
査
等
の
方
法
若
し
く
は
結
果
の

判
定
基
準
に
つ
い
て
、
よ
り
緩
や
か
な
条
件
を
定
め
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
っ

て
は
、
当
該
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
主
要
構
造
部
の
構
造
方
法
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
八
条

一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
主
要
構
造
部
の
構
造
方
法
を
定
め
る
件
（
令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第

百
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



- 38 -

改

正

後

改

正

前

第
一

壁
の
構
造
方
法
は
、
次
に
定
め
る
も
の
（
第
一
号
ハ
及
び
ニ
並
び
に
第
三
号

第
一

壁
の
構
造
方
法
は
、
次
に
定
め
る
も
の
（
第
一
号
ハ
及
び
ニ
並
び
に
第
三
号

ハ
及
び
ニ
に
定
め
る
構
造
方
法
に
あ
っ
て
は
、
取
合
い
の
部
分
、
目
地
の
部
分
そ

ハ
及
び
ニ
に
定
め
る
構
造
方
法
に
あ
っ
て
は
、
取
合
い
の
部
分
、
目
地
の
部
分
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
（
以
下
「
取
合
い
等
の
部
分
」
と
い
う
。
）
を
、
当

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
（
以
下
「
取
合
い
等
の
部
分
」
と
い
う
。
）
を
、
当

該
取
合
い
等
の
部
分
の
裏
面
に
当
て
木
を
設
け
る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
建
築
物
の

該
取
合
い
等
の
部
分
の
裏
面
に
当
て
木
を
設
け
る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
建
築
物
の

内
部
へ
の
炎
の
侵
入
を
有
効
に
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
と
す
る
も
の
に
限

内
部
へ
の
炎
の
侵
入
を
有
効
に
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
と
す
る
も
の
に
限

る
。
）
と
す
る
。

る
。
）
と
す
る
。

一

令
第
百
十
二
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
耐

一

令
第
百
十
二
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
耐

力
壁
で
あ
る
間
仕
切
壁
の
構
造
方
法
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
も
の
と
す
る

力
壁
で
あ
る
間
仕
切
壁
の
構
造
方
法
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
も
の
と
す
る

。

。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

間
柱
及
び
下
地
を
木
材
で
造
り
、
か
つ
、
そ
の
両
側
に
そ
れ
ぞ
れ
次
の

ハ

間
柱
及
び
下
地
を
木
材
で
造
り
、
か
つ
、
そ
の
両
側
に
そ
れ
ぞ
れ
次
の

（１）

（１）

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
防
火
被
覆
が
設
け
ら
れ
た
も
の
と
す

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
防
火
被
覆
が
設
け
ら
れ
た
も
の
と
す

（７）

（７）

る
こ
と
。

る
こ
と
。

平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
三
百
九
十
九
号
第
一
第
三
号
ヘ

か
ら

平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
三
百
九
十
九
号
第
一
第
二
号
ヘ

か
ら

（１）

（１）

（１）

（１）

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（３）

（３）

～

（
略
）

～

（
略
）

（２）

（７）

（２）

（７）

ニ
・
ホ

（
略
）

ニ
・
ホ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

三

令
第
百
十
二
条
第
二
項
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
耐
力
壁
で
あ
る
外
壁
の

三

令
第
百
十
二
条
第
二
項
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
耐
力
壁
で
あ
る
外
壁
の

構
造
方
法
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

構
造
方
法
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

間
柱
及
び
下
地
を
木
材
で
造
り
、
そ
の
屋
外
側
の
部
分
に
次
の

か
ら

ハ

間
柱
及
び
下
地
を
木
材
で
造
り
、
そ
の
屋
外
側
の
部
分
に
次
の

か
ら

（１）

（６）

（１）

（６）

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
防
火
被
覆
が
設
け
ら
れ
、
か
つ
、
そ
の
屋
内

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
防
火
被
覆
が
設
け
ら
れ
、
か
つ
、
そ
の
屋
内

側
の
部
分
に
第
一
号
ハ

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
防
火
被
覆

側
の
部
分
に
第
一
号
ハ

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
防
火
被
覆

（１）

（７）

（１）

（７）

が
設
け
ら
れ
た
構
造
と
す
る
こ
と
。

が
設
け
ら
れ
た
構
造
と
す
る
こ
と
。

平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
三
百
九
十
九
号
第
一
第
三
号
ヘ

か
ら

平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
三
百
九
十
九
号
第
一
第
二
号
ヘ

か
ら

（１）

（１）

（１）

（１）

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
防
火
被
覆
（
同
号
ヘ

又
は

に
該
当

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
防
火
被
覆
（
同
号
ヘ

又
は

に
該
当

（３）

（１）

（２）

（３）

（１）

（２）
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す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
防
火
被
覆
の
上
に
金
属
板
、
軽
量
気
泡
コ

す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
防
火
被
覆
の
上
に
金
属
板
、
軽
量
気
泡
コ

ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
若
し
く
は
窯
業
系
サ
イ
デ
ィ
ン
グ
を
張
っ
た
も
の
又

ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
若
し
く
は
窯
業
系
サ
イ
デ
ィ
ン
グ
を
張
っ
た
も
の
又

は
モ
ル
タ
ル
若
し
く
は
し
っ
く
い
を
塗
っ
た
も
の
に
限
る
。
）

は
モ
ル
タ
ル
若
し
く
は
し
っ
く
い
を
塗
っ
た
も
の
に
限
る
。
）

～

（
略
）

～

（
略
）

（２）

（６）

（２）

（６）

ニ
・
ホ

（
略
）

ニ
・
ホ

（
略
）

四

（
略
）

四

（
略
）
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（
主
要
構
造
部
を
耐
火
構
造
等
と
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
避
難
上
支
障
が
な
い
居
室
の
基
準
を
定
め
る
件
の
一
部
改

正
）

第
九
条

主
要
構
造
部
を
耐
火
構
造
等
と
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
避
難
上
支
障
が
な
い
居
室
の
基
準
を
定
め
る
件
（
令

和
二
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
は
、
当
該
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
百
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
百
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す

る
避
難
上
支
障
が
な
い
居
室
の
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
と

る
避
難
上
支
障
が
な
い
居
室
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

す
る
。

一

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
及
び
第
二
号
へ
に
該
当
す
る
こ
と
。

一

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

床
面
積
が
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
居
室
（
寝
室
、
宿
直
室
そ
の
他
の

イ

床
面
積
が
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
居
室
（
寝
室
、
宿
直
室
そ
の
他
の

人
の
就
寝
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

人
の
就
寝
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
こ
と
。

で
あ
る
こ
と
。

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

二

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

令
第
百
十
条
の
五
に
規
定
す
る
基
準
に
従
っ
て
警
報
設
備
（
自
動
火
災
報
知

イ

次
の

又
は

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

設
備
に
限
る
。
）
を
設
け
た
建
築
物
の
居
室
で
あ
る
こ
と
。

（１）

（２）

居
室
（
寝
室
、
宿
直
室
そ
の
他
の
人
の
就
寝
の
用
に
供
す
る
も
の
、
病

（１）
院
、
診
療
所
（
患
者
の
収
容
施
設
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
児

童
福
祉
施
設
等
（
令
第
百
十
五
条
の
三
第
一
号
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施

設
等
を
い
い
、
通
所
の
み
に
よ
り
利
用
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
用
に

供
す
る
も
の
及
び
地
階
に
存
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
令

第
百
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
直
通
階
段
（
以
下
単
に
「
直
通
階
段
」
と
い

う
。
）
に
通
ず
る
廊
下
等
（
廊
下
そ
の
他
の
避
難
の
用
に
供
す
る
建
築
物

の
部
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
不
燃
材
料
で
造
り
、
又
は
覆
わ
れ

た
壁
又
は
戸
（
ふ
す
ま
、
障
子
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
除
く
。

以
下
同
じ
。
）
で
令
第
百
十
二
条
第
十
九
項
第
二
号
に
規
定
す
る
構
造
で

あ
る
も
の
で
区
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

当
該
居
室
か
ら
直
通
階
段
に
通
ず
る
廊
下
等
が
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設

（２）
備
（
水
源
と
し
て
、
水
道
の
用
に
供
す
る
水
管
を
当
該
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

設
備
に
連
結
し
た
も
の
を
除
く
。
）
、
水
噴
霧
消
火
設
備
、
泡
消
火
設
備

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
自
動
式
の
も
の
（
以
下
「
ス
プ
リ
ン
ク

ラ
ー
設
備
等
」
と
い
う
。
）
を
設
け
た
室
以
外
の
室
（
令
第
百
二
十
八
条

の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
火
災
の
発
生
の
お
そ
れ
の
少
な
い
室
（
以
下
単
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に
「
火
災
の
発
生
の
お
そ
れ
の
少
な
い
室
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
に

面
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
火
災
の
発
生
の
お
そ
れ
の
少
な
い
室
に

該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
等
を
設
け
た
も
の
で
あ

る
こ
と
。

ロ

直
通
階
段
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

直
通
階
段
の
階
段
室
が
、
そ
の
他
の
部
分
と
準
耐
火
構
造
の
床
若
し
く

（１）
は
壁
又
は
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法

」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
で
令
第
百

十
二
条
第
十
九
項
第
二
号
に
規
定
す
る
構
造
で
あ
る
も
の
で
区
画
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
。

直
通
階
段
が
屋
外
に
設
け
ら
れ
、
か
つ
、
屋
内
か
ら
当
該
直
通
階
段
に

（２）
通
ず
る
出
入
口
に

に
規
定
す
る
防
火
設
備
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と

（１）

。

ハ

避
難
階
に
お
け
る
階
段
か
ら
屋
外
へ
の
出
口
に
通
ず
る
廊
下
等
（
火
災
の

発
生
の
お
そ
れ
の
少
な
い
室
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
た
だ
し
、
当
該
廊

下
等
に
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
等
を
設
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。
）
が
、
準
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
法
第
二
条
第
九
号
の

二
ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
で
令
第
百
十
二
条
第
十
九
項
第
二
号
に
規
定
す

る
構
造
で
あ
る
も
の
で
区
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ

居
室
か
ら
直
通
階
段
に
通
ず
る
廊
下
等
が
、
火
災
の
発
生
の
お
そ
れ
の
少

な
い
室
に
該
当
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
不
燃
材
料
で
造
り
、
又
は
覆
わ
れ
た

壁
又
は
戸
で
令
第
百
十
二
条
第
十
九
項
第
二
号
に
規
定
す
る
構
造
で
あ
る
も

の
で
区
画
さ
れ
た
居
室
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の

か
ら

ま
で

（１）

（３）

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
居
室
で
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て

も
当
該
居
室
か
ら
の
避
難
が
安
全
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
火
災
に
よ
り
生
じ
た

煙
又
は
ガ
ス
の
高
さ
に
基
づ
き
検
証
す
る
方
法
に
よ
り
確
か
め
ら
れ
た
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

当
該
居
室
に
存
す
る
者
（
当
該
居
室
を
通
ら
な
け
れ
ば
避
難
す
る
こ
と

（１）
が
で
き
な
い
者
を
含
む
。
）
の
全
て
が
当
該
居
室
に
お
い
て
火
災
が
発
生

し
て
か
ら
当
該
居
室
か
ら
の
避
難
を
終
了
す
る
ま
で
の
時
間
を
、
令
和
三
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年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
七
十
五
号
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
式
に

基
づ
き
計
算
し
た
時
間
を
合
計
す
る
こ
と
に
よ
り
計
算
す
る
こ
と
。

の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
時
間
が
経
過
し
た
と
き
に
お
け
る
当
該

（２）

（１）
居
室
に
お
い
て
発
生
し
た
火
災
に
よ
り
生
じ
た
煙
又
は
ガ
ス
の
高
さ
を
、

令
和
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
七
十
五
号
第
二
号
に
掲
げ
る
式
に
基

づ
き
計
算
す
る
こ
と
。

の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
高
さ
が
、
一
・
八
メ
ー
ト
ル
を
下
回
ら

（３）

（２）
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。

ホ

居
室
及
び
当
該
居
室
か
ら
地
上
に
通
ず
る
廊
下
等
（
採
光
上
有
効
に
直
接

外
気
に
開
放
さ
れ
た
部
分
を
除
く
。
）
が
、
令
第
百
二
十
六
条
の
五
に
規
定

す
る
構
造
の
非
常
用
の
照
明
装
置
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ヘ

令
第
百
十
条
の
五
に
規
定
す
る
基
準
に
従
っ
て
警
報
設
備
（
自
動
火
災
報

知
設
備
に
限
る
。
）
を
設
け
た
建
築
物
の
居
室
で
あ
る
こ
と
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
四
条
及
び
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の

間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


